
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 書籍名 著者 おすすめコメント 

真実の幻影 堂場 瞬一 
記者が追う、未解決の女児誘拐事件。警察との対立の果てに

浮かび上がる真犯人とは？ 

ビジネスと人権 人を大切

にしない社会を変える 
伊藤 和子 

人権というレンズで企業活動を改めて見直すと問題山積！

「よくあること」ではもう済まされない。 

すべてを蒸したい 

せいろレシピ 
りよ子 一年中使える究極の時短レシピ。切って、詰めて、蒸すだけ！ 

バンクハザードに 

ようこそ 
中山 七里 

社員を自殺に追い込んだ銀行に、天才詐欺師が挑む！ 

どんでん返しの帝王が描く痛快の逆襲激。 

ひまわり 新川 帆立 
ある日事故に遭い、頚椎を損傷してしまったひまり。リハビ

リを続け一念発起して弁護士を目指す。 

淳子のてっぺん 唯川 恵 
男女差別が色濃い時代、エベレストの頂きを目指した一人の

女性の物語。 

殺し屋の営業所 野宮 有 
「営業ノルマ」は２週間で２億円。稼がなければ全員まとめ

て地獄行き。 

回 

覧 
           

  

 

新
年
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ふ
れ
あ
い
文
化
セ
ン
タ
ー
に
も
初
め
て
の
方
か
ら
何
十
年
も
通
っ
て
い
る
方
ま
で
様
々
な 

方
々
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
春
は
、
新
し
い
出
会
い
の
季
節
。
学
校
や
職
場
、
地
域
の
活
動
な
ど
で
、
初
め
て 

出
会
う
人
と
関
わ
る
機
会
が
増
え
る
時
期
で
す
。
年
齢
、
性
別
、
住
ん
で
い
る
地
域
、
習
慣
、
考
え
方
等
、
私
た
ち
は 

そ
れ
ぞ
れ
違
う
背
景
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
時
に
は
、
そ
の
「
ち
が
い
」
に
戸
惑
っ
た
り
、
距
離
を
感
じ
た
り 

す
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

で
も
、
ち
ょ
っ
と
見
方
を
変
え
て
み
る
と
、「
ち
が
い
」
は
新
し
い
視
点
や
発
見 

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
大
切
な
要
素
で
す
。
自
分
と
は
異
な
る
考
え
に
触
れ
る
こ
と 

で
、
世
界
が
広
が
り
、
学
び
が
深
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

人
権
と
は
、
誰
も
が
安
心
し
て
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
。 

そ
し
て
、
そ
れ
を
お
互
い
に
認
め
合
い
、
支
え
合
う
こ
と
が
、
よ
り
良
い
社
会
を 

つ
く
る
土
台
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
春
、
出
会
っ
た
誰
か
の
「
ち
が
い
」
を
、
敬
遠
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は 

知
ろ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？
そ
の
一
歩
が
、
あ
た
た
か
く
、 

力
強
い
つ
な
が
り
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
に
な
る
は
ず
で
す
。 
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弁護士による法律相談（無料） 

相談日：４月１１日（土）〔受付３月３０日（月）～〕、４月２５日（土）〔受付４月１３日（月）～〕 

時 間：午前９時～正午（相談は１人３０分間）  定 員：６名（事前に予約が必要） 

予 約：電話か窓口にて  

詳しくは、ふれあい文化センター（TEL:366-7310）まで 

ふれあい文化センター 子ども向け、話題の本、新刊も準備しています。お気軽にお越しください。 

図書室だより  
☆開館日時☆・・・月～土曜日（日曜日、祝日は休館） 
☆開室時間☆・・・午前 10 時～正午、午後１時～午後５時 
☆貸し出し☆・・・２週間に２冊まで  ※貸出のみで学習室としての利用はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度の主催講座・自主学習クラブ・高齢者教室を開級し、４月より活動を 

開始します。まだ申し込みを受け付けている学級もありますので、興味がある方は 

ふれあい文化センターまでお電話にてお問合せください。（☎３６６－７３１０） 
※入会時、会費として、１人１,０００円（３講座以上の加入の場合は、１講座に 

つき５００円追加）をいただきます。 

※学習時間は２時間（料理講座を除く）で、午前（９時半または１０時～）、午後（１３時半～）、 

夜（１９時～）です。 

〇主催講座（ふれあい文化センターが主催しますので、教材費のみ自己負担になります。） 

 太極拳（第１・３月曜日、夜）      園芸（第２・４火曜日、午前） 

ハワイアンフラ（第１・３火曜日、午後） ハーモニカ（第２・４火曜日、午後） 

茶道裏千家（第２・４火曜日、夜）    ピラティス（第１・３木曜日、夜） 

三味線（第２・４木曜日、午後）     ヨーガ（第２・４木曜日、午後） 

料理（第１・３金曜日、午前）      絵画（第２・４金曜日、午前） 

絵手紙（第１・３金曜日、午後） 

〇自主学習クラブ（受講生の自主的学習ですので、講師謝金と教材費が自己負担になります。） 

 大正琴（第１・３火曜日、午前）    ソフトリズムダンス（第１・３火曜日、午後） 

 社交ダンス（第１・３水曜日、夜） 

〇高齢者教室（６０歳以上の方になります。教材費のみ自己負担になります。） 

 健康体操（第２・４火曜日、午前）   舞踊（第１・３水曜日、午後） 

 陶芸（第１・３木曜日、午後）     民謡（第１・３土曜日、午前） 

人
権
一
口
講
座 

「
ち
が
い
」
を
「
つ
な
が
り
」
に
変
え
る
春 

 

 



★児童クラブ日程（４月）★  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てほっとステーション 西原公園児童館 

熊本市中央区九品寺 4 丁目 24 番４号  

TEL ０９６－３７１－４０９０ 

FAX ０９６－３７１－４１４３ 

 

（休館日）６日 １３日 ２０日 ２７日  

～児童館カードの更新について～ 

          児童館を利用する際は、児童館カードの申請が必要です。 

          毎年 4月は児童館の窓口で更新の手続きを行っています。 

         ※ 急病やケガなど保護者の方に連絡が必要な場合があるため、緊急連絡先の記入をして 

いただきます。 

           児童のみ来館する場合には連絡先が記入できるようにお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和８年度児童クラブ前期（４月～７月）は、４月１１日（土）珠算・硬筆クラブ 

から始まります。  

★朝の活動（第１・５を除く水曜日）★ 

時 間 １０：００～１１：００（１時間程度） 

対 象 １歳から就園前の幼児と保護者 

            （自由あそびで来館された方で、当日希望すれば参加することができます。） 

 

内 容  １５日  ５月のカレンダー制作 

２２日  こいのぼり制作 

  

★活動内容が変更になる場合には、ホームページにてお知らせいたします★ 

「新着情報」で最新情報の確認をお願いします。 

 

クラブ   練   習  日  曜 日    時   間 

珠 算 １１日 １８日 ２５日   土曜日 １１：００～１２：００ 

書 道 １８日  土曜日 １４：００～１５：３０ 

硬 筆 １１日 ２５日 土曜日 1４：００～１５：００ 

 
 

熊本市ふれあい文化センター  所在地：熊本市中央区本荘 4 丁目 6-6 電話：366-7310 

Web： ふれあい文化センター    検 索   詳しい情報は、Web にアップしています。 

「キッズダンス」 

○日時：５月１６日・３０日、６月１３日・２７日、７月１１日・１８日、８月１日（土曜日・全７回） 

午前９時半～１１時半 ※８月１日の１１時くらいからミニ発表会を予定しています。 

○対象：小学生 ２０人 ※申込多数時は抽選 

○講師：中村伶茄さん（ダンス講師）  ○場所：新館３階ホール 

○参加費：無料  ○準備物：運動ができる服装、室内用運動靴、タオル、飲み物 

 締切：４月１３日（月） LOGOフォームでお申し込み → 

「キッズイングリッシュ」（①・②） 

○日時： ５月９日・２３日、６月６日・２０日、７月４日・１８日、９月１２日・２６日、 

１０月１０日・２４日、１１月７日・２１日、１２月５日・１９日（土曜日・全１４回） 

①：午後２時～２時４５分  ②：午後３時～３時５０分 

○対象：①：小学１～３年生     ②：小学４～６年生  各１０人  ※申込多数時は抽選 

○講師：嶋田有華さん（英語教師）  ○場所：新館２階第１学習室  ○参加費：無料 

〇準備物：筆記具、飲み物 ※色鉛筆や糊等が必要な時は事前に連絡します。 

 締切：４月１３日（月） LOGOフォームでお申し込み → 

ひとにやさしい、じぶんにやさしい 

あたたかい話題をとどけます！ 

「ヘイトスピーチ」ってなに？ 

 
「ヘイトスピーチ」という言葉を耳にすることがあります。これは、特定の国や地域の出身者、民族、宗教 

などを理由に、差別的な言葉や態度などで相手を傷つける行為のことを指します。たとえば、特定の集団を否定 

したりするような発言や、悪意をもって行われるデモなどがその一例です。 

日本でも、2016年に「ヘイトスピーチ解消法」が施行され、こうした差別的な言動をなくすための取組が 

進められています。しかし、法律や取組だけですべてを解決しようとするのではなく、大切なのは、私たち 

一人ひとりが「相手の立場に立って考えること」です。たとえ文化や言葉、考え方が違っても、同じ地球に 

生きる仲間として、お互いが歩み寄り、誰もが安心して暮らせる社会をめざしたいものです。 

そのためには、「もし自分がその立場だったら」と想像し、考え、違いを認め合い、互いを 

尊重する気持ちを育てていくことが大切です。そうした日々の心がけが、差別のない地域社会 

をつくる第一歩になります。 

身近な言葉や態度が、誰かを深く傷つけてしまうこともあります。だからこそ、日々の暮らし 

の中で相手を想う「想像力」を忘れずにいたいですね。 

西原公園児童館からのお知らせ 


